
第 1645回例会 夜間例会 令和 5年 7月 26 日(水) 

＜今日のプログラム＞ 

1.点      鐘  会長 籾田 直樹 君 

2.ロータリーソング  ♪手に手つないで♪ 

3.4 つのテスト     本日の担当者より 

4.会長の時間     会長 籾田 直樹 君 

5.幹事報告      幹事 福嶋 城史 君 

6.出席報告       出席委員より～     

7.ハッピーＢＯＸ披露  本日の担当者より 

8.委員会報告      各委員会より 

9.懇親会         親睦委員会 

10.次週例会案内      SAA より 

11.点      鐘  会長 籾田 直樹 君 

第 1644 回例会記録   令和 5 年 7 月 19 日（水） 

SAA より～本日のビジター・お客様のご紹介 

 

◎中部グループガバナー補佐  長嶺 貴臣 様 

 

■会長の時間      会長 籾田 直樹 君 

 

 

 

■幹事報告      幹事 福島 城史  君 

＜文書報告＞＊2023―2024 年度ロータリー奉仕デ

ー「海岸美化プロジェクト」「10月 21日ハイブリッ

ト式コロキウム」へのご協力のお願いについて  

■出席報告     出席委員●岩切 正司 君 

 

〇会員数＝ ２５名  〇出席数＝ 21名    

〇欠席数＝  4名  〇出席率＝ 84.0％    

■ハッピーBOX 披露     ●白尾 國輝 君 

 

         2023～2024     国際ロータリー第 2730地区 
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RI テーマ 

世界に希望を    

生み出そう 

 

CREATE HOPE  

in the WORLD 

  

    

 



■中部グループガバナー補佐挨拶 長嶺貴臣 様 

 

皆様こんにちは、今年度ガバナー補佐を仰せつかり

ました宮崎北クラブの長嶺でございます。 

今年度の RI 会長と池ノ上ガバナーのお話はガバナ

ー月信 7月号に掲載してございますし、籾田会長の

第１週のご挨拶でご紹介があったと思いますので

時間の都合上、本日は割愛させていただきます。本

年度の公式訪問時のクラブフォーラムは 

クラブの奉仕への取り組み状況と意識について 

クラブの強みと弱み（クラブが抱えている問題）に

ついて 2 名の方に発表をお願いしますとなってお

りますので発表いただく人選のほうをよろしくお

願いいたします。私ガバナー補佐の使命は RI やガ

バナーの意向を皆様にお伝えしクラブの発展また

活性化にご協力していきますことと、各クラブの進

歩状況をガバナーに報告することです。今年度は地

区大会が１０月１３・１４・１５日に開催されます

が翌週２１日（土）は先ほど幹事さんから報告があ

りましたように、地区社会奉仕委員会が計画されて

おります『ロータリー奉仕デー「海岸美化プロジェ

クト」』が開催され、翌週の２８日（土）は九州４地

区の公共広報イメージ委員会合同によります「ロー

タリーデー」が神武大祭会場で計画されております。

ロータリー奉仕デーにつきましては８月 2 日の会

長幹事会の席に地区社会奉仕委員長がお見えにな

りお願いされることと思いますがおそらく１０ク

ラブから２名ずつのご協力をお願いされることと

思います。どうぞご協力をよろしくお願い申し上げ

ます。また、私ガバナー補佐としましてはインター

シティミーティング（ＩＭ）それにロータリー奉仕

デーも開催しなければなりません。ロータリー奉仕

デー「海岸美化清掃」は地区社会奉仕委員会との合

同開催になるかと思いますが３月か４月に計画し

てまいります。またインターシティミーティングは

その前後で開催したいと思っておりますのでご協

力をよろしくお願い申し上げます。まず初めに皆様

にお伝えしたいことですが毎年のことではござい

ますが、ロータリー賞のチャレンジをお願いいたし

ます。詳しくはガバナー月信７月号の 6・7 ページ

をご覧ください。２０項目の内１３項目を選んでい

た だ き チ ャ レ ン ジ をお 願 い い た し ま す 。                 

続きまして、ロータリークラブ・セントラルの登録

ですがお一人でも多くの方に登録していただきた

いと思います。登録の方法がご不明な方は登録され

ておられる会員にお手伝いいただくのもよろしい

のではないでしょうか。次に、会員増強ですが、6月

末になると退会者がでて実数が年度初めより減に

なるのが見受けられます。本年度は 7月 1日会員数

より 2024年 6月 30日の会員数、実数１名以上の増

強をお願いいたします。押川年度の時押川ガバナー

がおっしゃっておりましたが３名退会すると４名

入会していただかなければなりません。大変な苦労

です。皆様のご協力をお願い申し上げます。               

続きまして、ポリオ寄付それにベネファクターの寄

付ですが、おひとりのベネファクター輩出をお願い

いたします。また、ポールハリスフェローなどのロ

ータリー財団寄付を含め米山記念奨学会への寄付

をそれぞれ一人平均１５，０００円達成に向けてご

協力をお願いいたします。幹事報告で RLIに４名出

られるということでございますが、年３回のパート

に分けて開催されますのでどのセッションから始

められましても、翌年に継続でき終了式を迎えるこ

とができますので他の会員の方も奮ってご参加く

ださい。昨年までＤＬ（ディスカッション・リーダ

ー）が本年からはファシリテーターとなるそうです。

終了者も再度研修を受けていただくことになるそ

うです最後に地区大会への登録ですが中部グルー

プは全員登録となるかと思われますが、当日の参加

ですがたくさんの方のご参加をお願い申し上げま

す。参加クラブ紹介の時に元気よい皆様方の大勢の

方の挙手を期待しております。もう、８分４０秒も

使ってしまいました。お二人の会員卓話の方には申

し訳ございません。ということで今年一年、ガバナ

ー補佐として努力してまいりますのでご協力をよ

ろしくお願い申し上げます。 

 



■会員卓話         ●岩切 正司 君 

 

              ●兒玉 康浩 君 

 

■ショートスピーチ      ●太田 忍 君 

 

■例会の様子■ 

 

佐土原ロータリークラブ細則～ 

第一条掲載 

 第１条 定義 1. 理事会：本クラブの理事会 2. 理

事：本クラブの理事会メンバー 3. 会員：名誉会員

以外の本クラブ会員 4. 定足数：本クラブ会員総数

の３分の１．理事の過半数。 5. ＲＩ：国際ロータ

リー 6. 年度：７月１日に始まる 12 カ月間 第２

条 理事会 本クラブの管理主体は、理事会とする。

理事会は、会長、直前会長、会長エレクト、副 会長、

幹事、及びＳＡＡ、監査、クラブ管理運営委員会、

クラブ広報委員会、ロータリー財団、奉仕プロジェ

クト委員会、会員増強委員会、の各委員長で構成す

る。 第３条 理事および役員の選挙 第１節 役員を

選挙すべき会合の 1 ヶ月前の例会において、その

議長たる役員は会員に対して、 会長（次々年度）副

会長、幹事、会計および 5 名の理事を指名する事

を求めなければな らない。その指名は、クラブの

決定するところに従って指名委員会または出席全

会員の いずれか一方または双方によって行うこと

が出来る。もし指名委員会を設けるように決定され

たならば、かかる委員会はクラブの定めるところに

従って設置されなければなら ない。適法に行われ

た指名は役職ごとにアルファベット順に投票用紙

に記載されて年次 総会において投票に付せられる

べきものとする。投票の過半数を獲得した会長、副

会長、 幹事および会計がそれぞれ該当する役職に

当選したものと宣言さるべきものとする。投 票の

過半数を得た 5 名の理事候補が理事に当選したも

のと宣言さるべきものとする。前 記の投票によっ

て選挙された会長は、その選挙の後、７月１日に始

まる年度に、会長エ レクトとして理事会のメンバ

ーを務める。会長エレクトとして理事会のメンバー

を務めた年度直後の７月１日に会長に就任するも

のとする。 第２節 選挙された役員および理事に直

前会長を加えて理事会を構成するものとする。選挙

に よって決定した次年度理事会は、１週間以内に

会合してクラブ会員の中から会場監督を 務める者

を選任しなければならない。 第３節 理事会または

その他の役職に生じた欠員は、理事会において選任

し補填すべきものと する。 第 4 節 役員エレクト

または理事エレクトの地位に生じた欠員は、理事会

において選任し補填 すべきものとする。 第４条 

理事会の任務 第 1 節 会長 本クラブの会合および

理事会の会合において議長を務める、その他通常そ

の職に付随 する任務を行うことをもって会長の任

務とする。 3 第 2 節 会長エレクト 会長エレクト

は理事会のメンバーとして任務およびその他会長

または理事会によって定められた任務を行うもの

とする。 

 

         令和３年７月１日最新版 


